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午前9時59分 開議 

（出席議員数18名） 

───────────────────────── 

開  議  宣  告 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） これより、本日の会議を開きます。 

───────────────────────── 

会議録署名議員の指名 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 本日の会議録署名議員には 

千 葉 健 一 君 

天 日 公 子 君 

を御指名申し上げます。 

───────────────────────── 

諸 般 の 報 告 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 事務局長をして、諸般の報告をい

たさせます。 

事務局長藤原良一君。 

○事務局長（藤原良一君） -登壇- 

議長の諸般の報告を朗読いたします。 

市長より提出の事件、追加議案、議案第28号及び議案

第29号につきましては、御配付のとおりでございます。 

次に、議会側提出事件、議案第27号、予算特別委員会

報告、意見案3件、事務調査の申し出等につきましては、

本日配付の議会側提出件名表ナンバー2 に記載のとおり

でございます。 

以上でございます。 

───────────────────────── 

議会運営委員長報告 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 本定例会の運営に関して、議会運

営委員会より報告を願います。 

議会運営委員長菊地敏紀君。 

○議会運営委員長（菊地敏紀君） -登壇- 

議会運営委員会より、3月16日予算特別委員会終了後

委員会を開催し、追加議案の取り扱いについて審議いた

しましたので、その結果を報告いたします。 

追加議案は、市長側提出が2件で、内容は、21年度補

正予算1件、工事請負契約の締結1件であります。 

議会側提出は7件で、内容は、予算特別委員会報告、

条例1件、意見案3件及び閉会中の事務調査2件でござ

います。 

いずれも、本日の日程の中でご審議を願うことになっ

ております。 

以上申し上げまして、議会運営委員会からの報告とい

たします。 

○議長（北猛俊君） お諮りをいたします。 

ただいま議会運営委員長より報告のとおり、本定例会

を運営いたしたいと存じます。 

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よって、ただいまお諮りのとおり決しました。 

───────────────────────── 

日程第１ 

議案第 １号～議案第10号、 

議案第16号～議案第20号 

（予算特別委員長報告） 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 日程第1、議案第1号より議案第

10号まで、並びに議案第16号より議案第20号まで、以

上、15件を一括して議題といたします。 

本件15件は、予算特別委員会に付託した案件でありま

す。 

予算特別委員長の報告を求めます。 

予算特別委員長岡野孝則君。 

○予算特別委員長（岡野孝則君） -登壇- 

予算特別委員会より、審査の経過と結果について御報

告いたします。 

本委員会は3月3日、議員全員をもって設置され、議

案第1号ほか14件の議案審査の付託を受け、同日、正副

委員長の選出を行い、3月15、16、17日の3日間にわた

り審査を行いました。 

本会議第1日目に、理事者から提案されました予算概

要にもありますように、本年度は、市長改選期に当たる

ため骨格予算でありますが、一般会計、特別会計、企業

会計の総額、181億1,950万円の平成22年度当初予算と、

これに関連する付託議案について詳細な質疑を重ね、審

査を行ったところであります。 

審査に当たっては、国の地方財政対策を踏まえ、景気

低迷による給与所得の減少や企業収益の落ち込みによる

市税の減収など、厳しい財政状況の中にあって、各種事

業の適正な執行の観点から質疑が行われました。 

一般会計では、特に、広域連合負担金、地上デジタル

中継局設置事業費、小児救急医療支援事業費、公衆浴場

確保対策事業費、環境保全対策事務費、農村実態調査事

業費、農業労働力確保対策事業費、物産センター管理運

営費、公営住宅火災警報器設置工事費、環境教育推進事

業費、放課後子ども教育推進教室推進事業費、学校開放

事業などについての質疑が行われました。 

また、特別会計、企業会計においては、介護保険特別

会計、公設地方卸売市場事業特別会計、ワイン事業会計

などについて質疑が行われました。 

質疑終了後、討論の申し出がなく、採決の結果、議案

第1号より議案第10号まで及び議案第16号より議案第



20号までの付託全議案について、全会一致をもってそれ

ぞれ原案のとおり可決すべきものと決定した次第であり

ます。 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よって本件9件は、委員長報告のとおり可決すること

に決しました。 

なお、審査中述べられました意見を十分検討され、予

算の執行に当たられますようお願い申し上げ、審査の経

過と結果の報告といたします。 

───────────────────────── 

日程第２ 

議案第 21 号 富良野市重度心身障害者及びひ

とり親家庭等の医療費の助成に関する条例の

一部改正について 

○議長（北猛俊君） お諮りいたします。 

本件は、委員長の報告に関する質疑及び討論は省略し、

直ちに採決いたしたいと思います。 ───────────────────────── 

これに御異議ございませんか。 ○議長（北猛俊君） 日程第2、議案第21号、富良野市

重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関

する条例の一部改正についてを議題といたします。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よって本件は、質疑討論を省略することに決しました。 これより、本件の質疑を行います。 

これより、本件15件の採決を行います。 質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 初めに、議案第1号、平成22年度富良野市一般会計予

算及び関連する議案第 16 号富良野市財政調整基金の処

分について、議案第17号富良野市特別職の職員で非常勤

のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につ

いて、議案第18号、富良野市長及び副市長の給与に関す

る条例の一部改正について、議案第19号、富良野市教育

委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の一部改正に

ついて、議案第20号、富良野市職員の給与に関する条例

の一部改正について、以上6件について一括して採決を

行います。 

○議長（北猛俊君） なければ、以上で本件の質疑を終

わります。 

討論を省略いたします。 

お諮りいたします。 

本件に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よって本件は、原案のとおり可決されました。 

───────────────────────── 

日程第３ お諮りをいたします。 

議案第 22 号 富良野看護専門学校条例の一部

改正について 

本件6件の委員長報告は、可決すべきものであります。 

本件6件について、委員長報告のとおり決することに御

異議ございませんか。 ───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 日程第3、議案第22号、富良野看

護専門学校条例の一部改正についてを議題といたします。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

お諮りをいたします。 よって本件6件は、委員長報告のとおり可決すること

に決しました。 本件は、さきの議会運営委員長報告のとおり、精査を

要しますので保健福祉委員会に付託の上、閉会中の継続

審査といたしたいと存じます。 

次に、議案第2号、平成22年度富良野市国民健康保険

特別会計予算、議案第3号、平成22年度富良野市介護保

険特別会計予算、議案第4号、平成22年度富良野市老人

保健特別会計予算、議案第5号、平成22年度富良野市後

期高齢者医療特別会計予算、議案第6号、平成22年度富

良野市公設地方卸売市場事業特別会計予算、議案第7号、

平成22年度富良野市公共下水道事業特別会計予算、議案

第8号、平成22年度富良野市簡易水道事業特別会計予算、

議案第9号、平成22年度富良野市水道事業会計予算、議

案第10号、平成22年度富良野市ワイン事業会計予算、

以上9件について、一括して採決を行います。 

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よって本件は、ただいまお諮りのとおり保健福祉委員

会に付託することに決しました。 

───────────────────────── 

日程第４ 

議案第 23 号 富良野物産センター設置条例の

廃止について 

───────────────────────── お諮りいたします。 

○議長（北猛俊君） 日程第4、議案第23号、富良野物

産センター設置条例の廃止についてを議題といたします。 

本件9件の委員長報告は可決すべきものであります。 

本件9件について、委員長報告のとおり決することに

御異議ございませんか。 これより本件の質疑を行います。 

質疑ございませんか。 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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1番佐々木優君。 

○1 番（佐々木優君） はい、この件については、さき

の予算の特別委員会でも議論が交わされましたけれども、

改めてお伺いをしたいと思います。 

まず1点目は、いま提案されておりますけれども、提

案の時期について、本当にこの時期が妥当なのかという

疑問を持っております。 

マルシェ構想の計画ができたのはかなり以前だったと

いうふうに思います。 

そのころから物産センター移転ということは、関係者

でなくても、ほぼそうなるのかなというふうには思って

おりました。 

にもかかわらず、来月、4月28日オープンということ

の直前において、こういう廃止条例ということは、時期

的に本当に切羽詰まった。 

こういうことは、いままでも何度もありましたけれど

も、改めてこの点について、なぜこの時期になったのか

お伺いしたいと思います。 

次に、いま言ったように、4月28日オープンというこ

とでチラシが回っております。 

そこに、物産センターアルジャンというふうに載って

おりますけれども、さきの予算委員会で5月31日までの

指定管理料を予算で議決しましたけれども、4月28日か

ら5月31日の間は、両方営業するということなのか、ど

うなのか確認をしたいと思います。 

三つ目は、目的についてですけども、先日も条例の目

的、地場産品の販路拡大と観光振興、この目的が達成さ

れたかのような答弁があったように記憶しておりますけ

ども、この課題というのは富良野市が存在する限り、永

遠の課題というふうに思っている訳ですけども、その条

例がなくなるということは、忍びがたいというふうに思

います。その点で目的についてお伺いします。 

四つ目は、この事業が継続される、提案理由の説明の

中で、民間に移行され、これまで同様マルシェにおいて

も継続されると判断したということなんですけれども、

全く違う目的ではありませんけども、富良野の物を販売

するということだけで言えば同じかもしれませんけれど

も、条例を持った組織とそうではない販売を中心として

いる組織、俗に言うお店やさんとでは、目的が継続され

るなんてことは全然違う話だというふうに思う訳ですけ

ども、その点についてお伺いをいたします。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

経済部長石田博君。 

○経済部長（石田博君） 佐々木議員の御質問にお答え

したいと思います。 

4点あろうかと思います。 

順にお答えさせていただきます。 

まず、1 点目の廃止の提案時期ということでございま

すが、予算特別委員会でも、るる御説明申し上げたとこ

ろでもございますが、昭和61年から今までの23年を経

過した今日において、61年に条例を作ったときの大きな

課題が、目的として二つあった。 

一つは、地場産品の振興拡大。 

二つ目は、観光の情報等々の提供。 

これが、23年を経過いたしまして、御案内のように相

当いろんな意味で変化も出てきたというのが一つでござ

います。 

その後、マルシェということで、ふらのまちづくり株

式会社が、地域振興、産品の振興を目的にマルシェとい

うところが一つ拠点としてできると。 

そこで、3 点目といたしましては、そこに現在物産セ

ンターの指定管理者である株式会社物産公社が移転をす

ると、そういう状況の中で、総合的に1点目、2点目等々

を考慮いたしまして、この時期において、マルシェの方

でそれらを担っていただくことも考えられているという

ことございますので、十分、一定程度の役割は果たされ

たのではなかろうかということで、一つ結論をつけさせ

ていただいた。 

なお、その後現在の物産センターの跡地をどうするか

といったときには、これは大変やはり大きな問題でござ

いますので、是非、中心市街地の活性化計画の中でも、

盛り込まれている事業もございますので、それ等々を踏

まえて、できるだけ早急にそれらの問題への検討に着手

していくべきでなかろうかということで、私どもとしま

しては、今回のこの株式会社物産公社の移転と、それか

ら、それに伴いますところ条例を廃止さしていただいて、

そして、新たなる施設への検討の着手に向かっていきた

いというふうに考えたというのが1点目でございます。 

それから、2点目の、マルシェがいまお話のように、4

月28日にグランドオープンを予定していると。 

その時点で当然、移転をいたしますところの株式会社物

産公社は、マルシェで営業をもちろんいたします。 

その後、5月の31日まで、株式会社物産公社さんは指定

管理を5月末日まで継続するわけですが、これにつきま

しては、当然、マルシェで営業するためにも、現在の公

社が指定管理されている物産センターに置いて、営業の

一つということで見さしていただきまして、それらの営

業、マルシェの営業への品物の搬入、または最終的に掃

除、後片づけ等も必要な期間なのかなということで、5

月の末日まで指定管理の時期を継続さしていただいたと

いうのが2点目でございます。 

それから、3 点目でございますが、いま申し上げまし

たように 61 年に条例を制定さしていただきましたとこ

ろの一定の成果は達成されたろうと。 

勿論、いま議員御指摘のように、物産、地場産の振興

及び観光の振興につきましては、勿論、これは永遠のテ
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ーマでございます。 

そのために、それぞれ役割において勿論これからも振

興等々には努めるというのは、これは勿論のことではな

かろうかというふうに思ってございます。 

それから、4 点目のマルシェの体制ということでござ

いますが、マルシェにつきましては、ご存知のようにこ

れも物産振興及び観光情報等々の宣伝等々も、まちづく

り株式会社の大きな目的の一つ、責務の一つというふう

にもなっているというふうに私ども理解しています。 

そのために、市ともども連携を取り合いながら今日ま

で事業に取り組んできたということもございますので、

当然、まちづくり株式会社といたしましてもこれらへの

取り組みがなされていくものというふうに判断している

ところでございます。 

以上でございます。 

○議長（北猛俊君） よろしいですか。 

1番佐々木優君。 

○1 番（佐々木優君） はい、一生懸命理解しようと聞

いているんですけれども、なかなかよく、僕が聞こうと

思っていることがわからないわけですけど、最初に聞い

たようになぜ、こんなに遅くなったのかという風に聞い

てるわけです。提案の時期が。かなり前にその計画がで

きている訳ですから。 

そして、先程言ったように移転を多分するだろうとい

うのは皆さん、腹の中ではそれはあらかじめわかってい

た話ですから、だとすればいなくなれば後どうするかっ

ていう話は、即検討し始めなければならないはずです。 

それから、考えると、恐らく1年もそれ以上もこの間と

いうのは、その後どうするかという話があったと思うん

です。 

でも、いま提案されている中身は、これから中心市街

地活性化計画に従って検討していくという、まだそんな

段階。 

廃止を提案されるのであれば、その代わりこういうこ

とを提案しますという、同時に進行しなければ当然、私

達は判断はできない。 

そのように思います。それから、先ほど二つ目ですけ

ども、4月28日から5月31日までの間ですけども、移

転するためには、いろいろな荷物を運んだり掃除をした

りということは当然ですけれども、そんなことの業務の

ために、指定管理料を払うんですか。おかしくないです

か。 

営業しているから指定管理料を払うわけですよね。そ

の目的、地場産品の販路拡大と、観光振興という、こう

いう大きな条例1条に基づいて、この指定管理者が事業

を行っている訳ですから、その事業でない、後片づけだ

とか掃除のために指定管理料10万円払うんですか。ちょ

っとおかしいなというふうに思いますので、もう一度答

弁をお願いしたいと思います。 

それから、23年が経過して状況は確かに変わりました。 

いろいろ、先日答弁でもおっしゃったように、インタ

ーネットだとか考えられないようなことが、いろんな状

況が変わりましたけども、どんなに変わっても部長もお

っしゃったように、この目的っていうのは永遠のテーマ

ですから、現状に合うように、この条例を変えなければ

ならないというふうに思うんです。 

無くすのではないんです。 

無くしたらなくなっちゃうんですから駄目なんです。 

この目的のために、いかに現状に合うような目的達成

させるために、条例を変更してでも、やっぱりこの条例

は守らなければならない。 

このように僕は思っておりますので、その辺について

も答弁をお願いいたします。 

それから、継続ということなんですけれども、先ほど

も言いましたけれども、条例をしっかりメインとして持

っているのといないのと、これは、たがをはめられたら

嫌だという指定管理者は出て行くわけですから、それは

それで営業をしっかり富良野の物を売ってもらうという

意味では、しっかり売っていただきたいというふうに思

いますけども、何度も言いますけども、この1条の目的

をしっかり達成させるかどうか、この条例を持っている

かいないかというのは、継続される保証は全くないとい

うふうに思っておりますので、その辺明快な答弁をお願

いしたいと思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

経済部長石田博君。 

○経済部長（石田博君） 佐々木議員の再質問にお答え

をさせていただきます。 

4 点あろうかと思いますが、まず、検討の時期という

ことでございますが、これにつきましては、いま議員お

っしゃられたように、マルシェが協会病院の跡地で建設

が決定され、建設が行われてきた。 

それにあわせて当然、いまの物産センターでの指定管

理を受けている株式会社物産公社が、売り場面積の問題、

駐車場の問題、それからなかなか場所が目につきにくい

というような問題もいろいろ過去から、観光客さん、ま

たお客様から御指摘もいただいたということもございま

して、今回、マルシェの方に移転をしていくいうことに

なったところでございます。 

そこで、何回も申し上げて恐縮でございますが、その

跡地の問題につきましても、いろいろ検討もされてきた

ところございますが、これを一つの契機といたしまして、

そして検討していこうと。そして、さらには是非あの施

設を、またいろいろ御意見を賜りながら、まちづくり計

画の中で、例えば、マルシェ構想、ネーブルタウン構想、

そしてサンライズ構想、ライドアンドパーク構想という
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ことで、そういう構想もございますので、それらについ

て、これらと抱き合わせをして、できるだけいい方向性

のある検討に着手をしていきたいというふうに考えたと

ころでもございます。 

○1 番（佐々木優君） 先程も言いましたように、納得

力が弱いのかどうなのか、僕が疑問に思っている部分が

解消されないんですけれども、一つだけどうしても確認

をしたいのは、その時期がなぜこんな遅い時期になった

のか、この1点だけ正確に教えていただきたいんですけ

れども、この間次の代替案、無くなりますけれどもその

代わりにこういう代替をして、この目的が達成されます

ということを同時進行でやって、同時に提案されていた

だければ、よくわかりやすかったんですけども、条例が

無くなるということは、今までやってきた一つ仕事が無

くなってしまう。 

それから、2 点目の二つの施設があって、いま現在ご

ざいますところを5月末日まで指定管理としていくのか

ということでございますが、これにつきましては先ほど

も申し上げさしていただきましたように、営業活動する

上で、整理の問題、それから品物の交換の問題等、非常

に商売というのはあるということでございますので、こ

れが一つの営業行為の一つということで、5 月末日まで

指定管理の継続期間とさせていただいたということでご

ざいますので御理解をいただきたいと思います。 

そういうことではないとおっしゃるかもしれませんけ

ども、僕はそう感じております。 

それから、3 点目でございますが、状況が大変大きく

変わりまして、インターネットがこれだけ普及した等、

色々ございますが、いずれにいたしましてもですね、永

遠のテーマでございますので、市の条例といたしまして

は例えば、いまございますところでは、富良野中小企業

振興条例というものがございまして、その第3条に商圏

販路の拡大を図る。 

そういう意味では、その代替というのをしっかり示し

ながら、条例が廃止される。 

そのことを示していただきたかったというふうに思う

んです。 

かなりの期間があった訳ですからその間、僕はいつも

市の皆さんの給料を下げるなという話をしますけれども、

やっぱりしっかり仕事をした上で、それが前提となって

お話をする訳ですから、しっかり仕事をして、市民の皆

さんにお知らせをする。 

または、新製品・新技術の開発促進というのも実はこ

の条例にうたわれてございまして、これを推進するため

に例えば販路拡大事業でございますと、助成率が100分

の50、上限額が10 万円。また、新製品の技術、開発事

業ということで助成率が100分の50、限度額が50万円。 

こうなるけどこうするんだっていうものを示していた

だけなければ、当然、私達も認めるわけにはいかないと

いうふうな感じを持っておりますので、その辺どうして

もすっきりするような回答をお願いいたします。 これらの事業もございますし、また、まちづくり株式

会社のマルシェでは、タウン情報センターということで

観光協会により人員の配置も行われるということでござ

いますので、これはもちろん、永遠のテーマでございま

すので、それぞれの役割において推進をされていく。市

としても推進していくというふうに思ってございますの

で、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

経済部長石田博君。 

○経済部長（石田博君） 佐々木議員の質問にお答えい

たします。 

1 点目でございますけど、もちろん私どもは、何回も

申し上げさせていただきますけれど、この条例を廃止す

ることによって、この条例にうたわれている理念、考え

方等々については、いささかもですね後退することはな

いというふうに思ってございます。 

それから4点目、条例がなくて、まちづくり株式会社

だけで達成されていくのかというような問題でございま

すが、御案内のようにふらのまちづくり会社は、まちな

かの集客、それから、お客様の回遊、交通量のアップ、

そして居住人口のアップを目指しているところでござい

ます。 

ただ、時代の背景として、昭和61年に作ってきた条例

が、このままで時代に合わない面も多々出てきている面

もあると。 

そして特にマルシェにつきましては、国道沿いからお

客を呼んで、そしてできるだけ五条商店街から駅前にか

けて回遊を図ろうという施設でもございますので、当然、

富良野の地場産品の振興、観光の発展等々のための方策

への、重大な責任を有しているというふうに思ってござ

いますので、それらが一つの形として、寄与していただ

けるのではなかろうかというふうに思ってございます。 

それが今回、株式会社物産公社の移転に伴いまして、

一度見直しをさせていただきたいと。 

そして、それからですね、特にいまある施設が有効に

できるだけ活用するようにですね、それぞれの意見を早

急にいただきながら、活性化計画の中でも、3 事業が具

現化に向けて上がっているとこでございますので、これ

ら等々も含めてですね、少しでも御意見をいただいて、

そしてまた新しい出発点というふうになればというのが

本意でございますので、重ねて御理解を賜りたいと思い

ます。 

以上でございます。 

○議長（北猛俊君） よろしいですか。 

1番佐々木優君。 
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○議長（北猛俊君） そのほか質疑ございませんか。 

7番横山久仁雄君。 

○7 番（横山久仁雄君） 私も色々聞いていてですね、

一つは、いま部長が言われた、時代に合わなくなったと

いうことですね、それから見直しをしたいということ。 

時代に合わなくなったから廃止というのは、余りにも乱

暴じゃないですか。 

見直しというのは、原型があって見直しができるんで

すよ。原型が無くなってしまって見直しが何ができるん

ですか。 

そして、一方でですね、ずっと聞いていますと、こう

なるのではなかろうか。それから、こういうふうに判断

をいたしておりますと。そのどっちもですね推測なんで

す、推定なんです。 

この推定で設置目的が達成されて、もう大丈夫なんで

すというふうに、言い切れるのかどうかということです

よ。 

そして、一方で民間会社に全部それを丸投げをしちゃ

うと、今までやってきたことをですね。民間会社ができ

るんだからいいんだと。それはできますよ。売れるもの

は。売れ筋は当然扱います。利益が上がる訳ですから。 

しかし、これから売っていこうという場合については、

その利益が上がるまでの売れ筋になるまでの間はどうす

るのかと。 

つまり、一つの産業を育成していくときに、インキュ

ベーターが必要なんですよ。このインキュベーターの役

割だったと僕は思うんです。 

そうすると、それを育成していくときのその孵卵器の

状態はどこで作られるんですかということなんですよ。 

ましてですね、富良野の場合においての、これまで市長

も言ってきましたけれども、富良野の農業は基幹産業で

あると。 

今まで原材料で基幹産業として農業をしていったとき

に、原材料でいま、地域主権の時代でそれぞれの自治体

が自分たちの力で育っていかなければいけない。 

あるいは、その地域を守っていかなければいけないと

いうこの責任というかですね、そのことがいま問われて

いるわけです。 

そうしたときに、今回の予算でもありましたけれども、

予算の税収が下がっている。この税収を上げるためには

ですね、地場産業の育成をしていかなければいけないの

じゃないですか。 

そのときに地場産業をどう育成をしていくのか。地場

産業がそこで成り立っていくような地域社会をつくって

いかなければいけないのではないのかというふうに私は

思うんです。 

そのときに、地場産業の育成をするということは、製

品の開発研究から始まってですね、それから販路確保と、

そして拡大をしていく。 

こういう流れがなければ、地場産業の育成はできない

んです。 

そして一方でですね、税収が下がっていると言っても、

実は雇用の場も確保できない。あるいは、2 次製品を作

っていくように、2次加工をしていく、3次加工をしてい

く。そういったものを作ろうとしてもですね、それを販

路を確保していくことができなければ、これは、そうい

う意欲を失ってしまうわけですよ。 

ですから、私はそういったものをきちんと扱ってかつ、

行政としてもちゃんと後押しをするんですよという証が

この物産センターの設置条例であり、設置目的だという

ふうに思うんです。その証をどこでつくっていくのか。

そこのところをお答えいただきたいと思います。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

経済部長石田博君。 

○経済部長（石田博君） 横山議員のご質問にお答えさ

せていただきますが、前段のご質問で、時代に合わない

から廃止は乱暴。 

それぞれが推定ではないかというお話があったかと思

いますが、予算特別委員会でも申し上げさせていただき

ましたが、例えば、いま地場産品を売る、または、観光

の振興というこの二つの目的に対した場合、推定、推論

というよりも、いま富良野の現状として見た場合には、

重ねて恐縮ですけど、一つは、昭和61年当時のころから

比較さしていただきますと、一つとしてお土産品として

の地場産品としては、非常にやはり多くなったのではな

かろうかというのが時代背景として一つ。 

二つ目は、それらを陳列するお客様に、また観光客さ

んに見せる場所としても、この23年間の中で相当増えた

のではなかろうか。 

例えば、ワイン工場、チーズ工房の直売をする面積も

増えましたし、ペンション、ホテルの売店も非常に充実

されてきたということで、地場産品をお客さんに見てい

ただける、姿を見せれるという場が増えたんでなかろう

かというのが2点目。 

それから3点目につきましては、先ほども出ましたイ

ンターネットがこんなにもこの 23 年間で普及されると

いう状況は、昭和61年頃は誰も思わなかったのではなか

ろうか。 

そこで、これらが全て相当の部分が直販でやられてい

るという事実が相当やはりございます。 

それから4点目といたしまして、民間事業者が指定管

理者を離れですね、そして、一つの営業の環境は整った

というようなことも一つ大きなあれでなかろうか。 

これらをですね勘案いたしますと、一つの時代の流れ

にあわせていった対応が必要でなかろうかということで

ございますので、推定、推測ということでございますが、
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これらの状況を見ながらですね、やはり、行政としても、

これらに合ったものの対応をしていくというようなとこ

ろでなかろうかというふうに思ってございます。 

それから、後段の行政の後押しが当然必要だというこ

とでございますが、これにつきましても勿論、いまの条

例が廃止されたからといって、何回も申し上げますけど、

市が全く関係ない、後ろに引くということではなくて、

先程も申し上げましたように振興条例等では、開発への

補助金の処置もございますし、また、まちづくり株式会

社は、行政と連携しながらやっていってる。 

すなわち、まちの活性化等々の任務も責務も非常に有

しているというところからもですね、まちづくり株式会

社が経営するところのマルシェへもですね、これらのも

のが当然試作品として必要であれば、私どももまちづく

り株式会社に要請申し上げますし、それらの物も展示し

ていただくことも可能でなかろうかというふうに思って

いるところでございますので、御理解をいただきたいと

思います。 

○議長（北猛俊君） 補足答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 横山議員の御質問にお答えをさ

していただきたいと思います。 

先ほど、横山議員の方から、基幹産業の農業を含めた

物産の販売、観光のあり方についてお話があった訳でご

ざいますけれども、税収のことをかなりお話されている

ようでございますけども、本市の場合ですね、基幹産業

農業でございますけども、給与所得に占める割合は相当

なものでございます。 

農業所得からなる最高の私の記憶では1億までいって

おりません。多いときで8,000万円ぐらいの住民税の状

況であります。 

やはり給与所得者が多いということだけは、明確にお

話をさしていただきたいと思います。 

そういう中で、いま、経済部長の方からお答えをさし

ていただいております中でですね、一つ大きな課題とし

て取り組んでいかなければならない問題は、私は、いま、

一昨年ですね、一つの中心市街地活性化の基本構想をそ

れぞれ、まちづくり会社あるいはそれらに類する団体等

と、練っていただいて、そして、構想を市の方に出して

いただいた。 

これが基本であり、その基本を市が基本計画を出す段

階で十分構想の中味を精査いたしまして、経済産業省に

提出をいたした。その承認を得たとこういう経過がござ

います。 

ですから、この基本計画と合わせて、行政の役割とい

うのは当然、共同責任を持っていくという状況の中にあ

るということの認識を行政といたしましても十分、それ

らの問題についてはいたしているということでございま

す。 

また、いま御質問のあった中で物産センターの設置条

例の廃止の後の関係で、一番時期の問題はという問題で

いまそれぞれ、御質問なりお答えをさしていただいてる

わけでございますけども、私は、この時期が早いとか遅

いとかという問題よりも、一つの基本計画の中にですね、

将来展望というのをきちんと基本計画に乗せているわけ

ですね。 

その中で、具体的に整備計画をやるときに、どう、こ

れを構築していくかということは、その時代、時代の流

れ、あるいは過去の状況の判断、あるいは未来に向けて

の状況づくりの中でですね、行政も参画をしながらそれ

に決めていく状況づくりの、一つのリーダー的な役割を

市も果たしていかなければならないのかなと。 

こういう観点から、申し上げて、ただいま経済部長が

それぞれ御質問にお答えしている訳でございますけども、

私は、この物産センターの廃止が中心市街地において、

どのような影響を与えるか、こういうことも十分考慮し

ながら、それぞれの廃止の状況づくりをいたしたという

ことでございますので、これをいま、推計だとか、ある

いは将来の展望の中に基本計画というものがございます

から、それに基づいて整備計画を、例えばマルシェ、あ

るいはネーブルタウン、サンライズパーク、これらの構

想が現実にあるわけです。これに基づいて基本計画を作

る。 

さらに整備計画を作っていかなければならないと、こ

ういう状況ですから、総体的にまちなかのにぎわいをど

うつなぐかということは、駅前とつなぐ間にマルシェ構

想、あるいはただいま申し上げましたネーブルタウン構

想、あるいはサンライズパーク構想。 

この3つが重なり合って、まちなかのにぎわいを将来

そういう位置づけに作っていく。 

そういう一環の中の参画の中で、この物産センターの

位置づけをどうするかということの中身で、これはマル

シェ構想の方に会社自体が参画をするという意思表明が

ございましたので、そういう形をとらさしていただいた

というのが現状でございます。 

それからもう一つは、いま、時期の問題で随分論議さ

れた訳でございますけども、私は、廃止の状況というの

は、1 年前はもとより、早くて、少なくても半年前、な

ぜ、そういう半年前あるいは直近上位にやるかというこ

とはですね、明確に決まった状況、あるいは、次にやる

ものの準備もしなければならないような状況も起きてく

る訳ですね。現実的に。 

これは、いくら一生懸命頑張ってもですね、今日の北

海道新聞に公示価格が出ていました。商業地域は10％下

落であります。富良野市商業地域は、場所はちょっと申

し上げませんけども、下落であります。 

 - 115 -



これはやはり、只今前段で申し上げたものを作ってい

かなければ、努力をしなければ、尚一層下落をしていく

というのが、いま、富良野の全道的に至っている地価の

状況でございますから、速やかにそういう展望を明らか

にして、そして、その展望に基づいて整備計画を確実に

実行しく。 

これは、私は、地場産品の中にですね、これから、先

ほど経済部長がお話ししましたとおり、いろんな角度で、

これから、まだまだ地場産品というのは増えてくるでし

ょう。 

現実の問題として、他市から入ってきました六花亭が

いま、一生懸命地場産品のものに向けて努力をされてい

るような状況もございますから、総合的な中身でこの地

場産品というのは、農家だけでなく、それに付随する関

連の皆さん方の努力も、これからの富良野産地場産品と

してのものにしていかなければならない。 

そういう総合的な判断から、私はこの設置条例の廃止

については、前向きにいま、色々御質問ございましたけ

れども、それらをやはりきちっと整理する中で、前向き

に進めるための一つのいまの状況づくりであると、この

ようにお答えをさしていただきたいと存じます。理解を

十分していただければ幸いと、このように思うところで

あります。 

○議長（北猛俊君） よろしいですか。 

7番横山久仁雄君。 

○7 番（横山久仁雄君） どうも、先程も言いましたけ

れども、地場産業の育成という視点をどういうふうに考

えているのかというのが見えないんですね。 

ですから、マルシェで扱ってくれるからいいではない

かという、そのことだけが全面に出ているんですが、そ

れは、先ほど部長も言われましたけれども、昭和60年代

当時から見ると、特産品の数もそれから土産品の数も大

幅に増えて、そして、店が狭くなってきて云々というこ

ともあります。 

それは、売れるようになったからなんですよ。そこに

行くまでをどうするんですかということをさっきから僕

が言っているのは、そのインキュべーターは一体どうな

るんですかということを聞いてるんですよ。売れるよう

になった物はいいんです。 

それは、ホテルでもどこででも扱ってもらえるでしょ

う。売れるんですから。売れるようになるまでの間の 1

年なり3年なり、一定の時期が時間が必要なんですよ。 

富良野ワインだって、いっぺんにいまの量が売れるよ

うになった訳ではないんですね。 

徐々に徐々に、そして、富良野という名前が全国、津々

浦々に知られるようになって、そして、観光のお客さん

方が来て買って帰って、それを食べたり飲んだりしても

らって、そして、初めてそれが売れ筋になっていくんで

すよ。 

その時の役割は、どこが担うんですかと。それは、民

間の会社のマルシェでやりますよと、あるいはふらのま

ちづくり株式会社がやりますよと言っても、実は、最初

は売れるか売れないかわからない訳ですから、そうする

と、どうしても今売れ筋のものが前面に出て、その後側

に並んでいくというのが、これは商売をする人の当然の

行為ですよ。 

そのことが一つ、どういうふうに考えているのかとい

うことを教えていただきたい。 

それから、移転という問題と廃止という問題は全く別

の問題です。マルシェに移転するのは結構でしょう。 

もしですよ、物産センターがマルシェに移転するという

のは、それはそれで結構です。 

しかし、そのいまの物産センターがいまのままで機能

を持って行く訳ではないんですね。名前だけがそういう

ふうになるのでしょう。 

そうすると、物産公社と物産センターは別の問題です

よね。物産センターが移動して行ったとしても、公社が

それを自分の店としてやる訳ですから。 

ですから、それをあなたがたは、意図的に混同してい

ませんかということなんですよ。物産センターが移動す

るというのは、いまの物産センターが移動するという訳

じゃないですよね。 

物産公社は、いままで一生懸命新たな商品を展示をし、

富良野の観光や何かを起こすために、一生懸命努力をさ

れてきた。 

ところが、物産公社の方が、マルシェの方に移転すると

言ったときに、今度は、先ほどの話を聞いているとあた

かも、物産公社が移転をしたから指定管理者がなくなっ

た。だから、廃止しなければならないというふうに聞こ

えるんです。 

物産公社はいままで頑張ってきたんです。それが、ひ

とり立ちができる。それは手をたたいて僕も喜びますよ。 

そして、ひとり立ちをして、自分たちの思ったような

経営をしていきたいという気持ちはわかりますし、当然、

私たちはそのことを期待をしていきたいというふうに思

います。 

だからといって、1次加工、2次加工のこっちのですね、

２次加工、３次加工した商品を扱うところがなくなって

いいんですよと、いうこととは違うということなんです。 

それをあなたがたは、わざわざそれを混同させて、そ

して物産センターと物産公社と混同させて、物産公社が

なくなったからこっちは運営する人がいなくなった。 

それじゃ、公募すればいいじゃないですか、また別に。 

物産公社の方は自分達の思ったような経営をし、しかも、

お客さんが来てくれるだろうという、そういう望みをも

ってマルシェの方に進出をしていく。 
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僕はそれは結構だと思いますよ。だったらこっち側を

すぐ、廃止というのではなくて、これを今までどおり継

続をしていくとすれば、どなたかやってもらえませんか

という、公募をすべきではないのか。 

私は逆にですね、物産公社が、昭和61年から継続して

一生懸命努力して、ある程度の地盤づくりができた。そ

れが、勇気を持ってマルシェ構想の方に参画をする。こ

れは大変な勇気であります。現実の問題として大変な勇

気であります。 そのことを通じて、もし公募者がいないとするんだと

すれば、指定管理者の条件のハードルが高くないかとい

う問題が出てくるかもしれませんが、そのときにそのこ

とは検討されるべきことではないんですかということで

す。 

しかし、いまの物産センターの位置でございますと、

駐車の車がとまれない問題、あるいは観光客が来た場合

に非常に入りづらい。 

こういった多くの課題の取り組みがあるわけですね。 

それを意図的に混同させて、物産公社がいなくなった

ら、こっち側の役割は終わった。いままでの役割は何だ

ったんですか。販路拡大、そして、一方ではそういう富

良野産品の紹介もしてきたでしょうし、そういうのが二

つあっちゃいけないんですか。三つあっちゃいけないん

ですか。なぜ、それが二つあっちゃいけないの。 

現実の問題として。そうすると、いま御質問あった、2

軒も3軒もあってもいいじゃないかと。それは当然、御

指摘のとおりですよ。 

しかし、売れなかったら商売が成り立っていかないん

ですよ。そこが、見解の相違なんですよ。現実の問題と

して。 

そんなの売れるようになればですよ、例えば、酒屋さ

んでAの酒屋さんでふらのワインを売って、Bの酒屋さ

んでふらのワイン売って、C のスーパーでふらのワイン

売ってとあるじゃないですか。 

ですから、私は、せっかく物産公社そのものが、マル

シェ構想に出て行っていただいて、そして、そのあとに

ですね何をやるかということは、先ほど基本計画の中で

お話を申し上げました。 

なぜ、二つあっちゃいけないんですか。二つあること

が邪魔なんですか。ですから、なぜ今それを廃止しなけ

ればいけないかという、廃止するということは、余りに

も乱暴ではないのか。 

これは、市だけで進められるような問題でもございま

せん。整備計画というのをきちっと作って、そこには、

いま申し上げたあそこの物産センターの、あるいは、商

工会議所含めた中での課題取り組みが、現実的にこれか

ら起こってくるものですから、そういう問題を事前に整

理をしておかなければならないと、こういう問題でお答

えをしているわけでございますから、いま横山議員の地

場産品の育成については当然育てて行かなければならな

いですよ。これは行政の役割の一つかもしれません。 

それを進化させたいんだとすればですよ、いまある本

体の条例を残しつつ、それを変えて行く訳でしょう。 

進歩させるわけですよ。それが進化でしょう。無くなっ

てしまったら進化ではないですよ。そこのところはどう

考えるんですか。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 しかし、販売するところについては、たくさんあるこ

とによって、どこかの店がつぶれる可能性も現実に出て

くる訳ですね。だからその点は、ある程度全体的な調整

の中に行っていく必要がある。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 横山議員の再々質問にお答え申

し上げたいと思いますけども、私もどうも、横山議員の

質問の内容は理解できない点がございます。 それからもう一つは、先程、企業振興条例の中で経済

部長がお話しましたけれども、今度新たにやはり、こう

いう地場産品を育成する方々に対しての、何かのやはり

支援的なもの、こういった総合的なものも考えていく必

要性があるのかなとこのように思っておりますので、た

だいま横山議員の御質問に私は、そういう意味を込めて、

廃止条例については行っているということでございます

ので、できれば、理解を賜りたいとこのように思うとこ

ろであります。 

1 点目の地場産品を育成して、その作ったものを売る

場所で、売れるように、努力するように市は支援してい

く。これは当たり前のことです。 

いま言ってるのは、新しい産品というのは、いまたく

さん生まれてきていますよ。山部の漬物含めてですね、

一生懸命地場産品が出ていますよ。 

ただ、売り場所を物産公社だけにいま限定してお話し

していますけども、売る場所というのはたくさんあるん

ですよ。売れるものについては、店はどこでも置いてく

れますよ。そこが、私と横山議員の考え方の違いであり

ます。 

○議長（北猛俊君） よろしいですか。 

7番横山久仁雄君。 

○7 番（横山久仁雄君） いま、市長も地場産業の育成

ということについては、別途考えていかなければならな

いというような、そんな意味に理解をいたしましたけれ

ども、しかし、だとすればですね、このことが同時に出

てくるはずのものでなければならなかったのではないの

それから、2 点目でございますけれども、私は、物産

センターの廃止を後でもいいのではないか、あるいは物

産公社が出たから、後から募集してやればいいのではな

いかとこういう横山議員の質問であります。 
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か。 1 点目は、地場産品の育成という形の中でですね、こ

れができなければ目標がなければ、次のものに到達しな

い、こういう一つの方法もございます。 

だから、後だ、先だの問題ではないですよ。考え方の

基本としてですよ、地場産業を育成をしていくんですと、

そのことを通じて強い富良野を作っていきましょう。元

気な富良野を作っていきましょうと。 

もう一つは、出来上がっていなければ、次の行動が起

こせないと、こういう課題の取り組みがあります。 

そして、そのためには物産センターや何かを、どうい

うふうにしていくのかということが出てくるわけであっ

て、たまたま、つぎはぎ的に言われてもそのことについ

て、そうですかというふうに納得することはできないと

いうふうに私は思っています。 

いま、私前段で申し上げましたのは、基本計画ができ

て、そして今度整備計画が先ほどそれぞれの構想をつく

る段階にですね、これらの地域も全部包含した中でつく

っていくということが示されているわけですね。現実の

問題として。 

まちなかの賑わいを取り戻すにしても、物産センター

があったら賑わいを取り戻せないのかと。そうじゃない

ですよね。 

それはもう既に、基本計画ができて構想ができて、マ

ルシェ構想、それぞれ構想の中では、マルシェの次にで

きてくる課題としては、ネーブルタウン、サンライズパ

ーク構想、これらはもう決まってるわけですよ。 それの使い道をこれから考えていくということですよ。 

だとすればこれから考えるのではなくて、賑わいを取り

戻すために、こういうふうにしたというのであればわか

るんですよ。まだ理解はできますよ。 

ですから、それらの問題について、今からやらなけれ

ば、2年先3年先のことは、1年前や半年では、これ取り

組めません。整備計画もできません。 

いま、条例を廃止してその設置しているそのものをな

くしちゃうということですから、無くしておいて、これ

から考えますなんですよ。結局は、つぎはぎの話なんで

すねということですよ。 

国の補助事業についても、少なくとも2年前、1年前

に、そういうものを上げなければできないわけです。 

ですから、いま御質問を受けている物産センターの設

置場所についても、現実的な問題として、いまからそう

いう構想のつくりをしないと、この問題は、完全に次に

起こるまでいいじゃないかと、こういうことにはならな

い状況にあるわけですから、この点はひとつ御理解を賜

りたいというのが1点。 

私はどうもそのまま素直に受け取れないというふうに

思います。物産公社が指定管理者を返上したと。だから、

ここについては、もう、運営しません。 

これだとすれば、受け取り方によっては物産公社が返

上したからできなくなったんだと、やめたんですと。物

産センターをやめるんですというふうに受け取られかね

ないと思いますし、私はそういう理解をせざるを得ない

と思うんです。 

それからもう一つは、地場産品の育成というのはこれ

は、かなり昔は、企業振興条例の中にですね、それぞれ

その専門部会的なものをつくって、地場産品の研究を、

開発研究所的なものを設けてやっていました。 

だとしたら、物産公社にすればですね、心外の話で、

いま、一生懸命やってきたことが、どこまで理解をされ

てきたのかというふうに私は思います。 

これはいま、それぞれですね、現実的な問題としては、

農家の方々が一生懸命工夫されて、農家の方々の婦人が

いろんな漬物あり、あるいはそれに類したものを、いま

一生懸命やっています。 そういった意味でも、この物産センターの存続の問題

というのは、富良野全体の地場産業の育成という視点か

らも重要な問題だというふうに思っています。以上です。 

ただ、売り場についてはいろんな方法でいま聞いてお

りますけども、スーパーから始まっていろんなところに

その製品を出しております。 ○議長（北猛俊君） 横山議員にお尋ねいたしますが、

今の質問の趣旨は何なのかもう一度ご発言願います。 それは、選ぶのはそれぞれ消費者でございますから、

その物産センターに置いたから、公社が置いたから売れ

行きがどうのこうのという問題も、確かに場所的には、

先ほど申し上げましたが、あるわけですから、これらは

やはり、角度を変えてこの地場産品の育成というのを考

えていかなければなりませんし、そのためには支援も考

えていかなきゃ、横山議員の常日ごろに言う行政のあり

方ということを、必ず私の方に御意見として言われます

から、当然それにこたえるような状況づくりを、少なく

ともやはりこれからは、基幹産業の農業の地場産品とし

て育てていかんきゃならん。 

7番横山久仁雄君。 

○7 番（横山久仁雄君） 地場産業の育成という問題が

そんなに簡単にですね市長が言われるように、これから

考えていくということでですねこのセンター条例を廃止

をしていくということの真意がつかめませんということ

です。 

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。 

市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） 横山議員の再々質問にお答えを

申し上げます。 

これは基本であるというふうに認識をしておりますの二つ課題の御質問かというふうに感じております。 
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で、その点でひとつ御理解を賜りたいと、このように思

うとこでございます。 

よって、市民連合は条例の廃止に反対の意を表明し、

反対討論といたします。 

○議長（北猛俊君） そのほか質疑ございませんか。 ○議長（北猛俊君） 次に、4番大栗民江君。 

（「なし」と呼ぶ者あり） ○4番（大栗民江君） -登壇- 

○議長（北猛俊君） なければ、以上で本件の質疑を終

わります。 

議案第 23 号の富良野物産センター設置条例の廃止に

ついて、賛成の立場から討論をいたします。 

討論の申し出ございますか。 この条例は、昭和61年に施行されていた条例で、いま

まで23年間、先人たちの富良野を思う思いがあふれた条

例であったと感じております。 

（「討論あり」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 討論の申し出がございますので、

この後、討論を行います。 マルシェに行っても、今後、このような先人の思いは

引き継がれていかれることと思います。 討論のある方は休憩後、直ちに通告を願います。 

ここで11時20分まで休憩いたします。 地元紙のスクラップを、あのセンターの入り口には、

長い間切り抜いて設置しておいてございます。 ─────────────── 

午前11時03分 休憩 そのような意味からも観光振興だけに限らず、今後、

物産振興、観光の振興、大きくいえば、町づくりにおい

ては、行政だけで担うのではなくて、企業や法人や市民

団体とも道をひらいていく時代になったと思っておりま

す。 

午前11時20分 開議 

─────────────── 

○議長（北猛俊君） 休憩前に引き続き、会議を開きま

す。 

休憩前の議事を続行いたします。 言い換えれば、企業や法人、市民団体もこれまで以上

に重要になってきたと思っております。 これより、議案第23号富良野物産センター設置条例の

廃止についての討論を行います。 以上、このような観点から、公明党は、協同型社会の

実現を目指す意味から、賛成とさせていただきます。 討論の通告は、市民連合議員会、横山久仁雄君。公明

党、大栗民江君。日本共産党、佐々木優君。 ○議長（北猛俊君） 次に、1番佐々木優君。 

以上、3名の諸君であります。 ○1番（佐々木優君） -登壇- 

これより、順次討論を行います。 議案第23号、富良野物産センター設置条例の廃止につ

いて反対を表明し、討論を行います。 最初に、7番横山久仁雄君。 

○7番（横山久仁雄君） -登壇- 提案理由の説明では、指定管理者である株式会社富良

野物産公社から、4月オープン予定のフラノ･マルシェ内

へ移転することから、指定管理者の解消の申し出があっ

たこと、そして、その担ってきた役割については民間に

移行され、これまで同様、フラノ･マルシェにおいて継続

されるものと判断しての条例廃止の理由でした。 

議案第23号、富良野物産センター設置条例の廃止につ

いて、市民連合議員会は反対の立場を表明し、討論を行

います。 

今日、我が国は、これまでの地方分権の歩みから中央

主権へと、その歩みを強めています。これを受けた地方

に生きる私たちは、これまで以上に、住民の知恵と行動

が求められる時代となっております。 

反対理由の1点目は、廃止後の具体的な対応策が示さ

れていないこと。 

指定管理者からの指定解消の申し出により条例が廃止

されるという、余りにも短絡的であるというふうに思い

ます。 

その知恵の出し合いがそのまま、自治体間競争となり、

住みよいまちづくりの競争となります。 

そうした時代にあって、本市の基幹産業である農業の

育成強化、地場産業の育成強化は重要課題であります。 現在、多くの施設が指定管理者により運営され、その

一つ一つに設置条例があります。指定管理者の都合で管

理の解消を求められることは、これからも発生する可能

性は十分にあります。その対応の仕方として、この提案

が適切であったのかどうなのか。 

この二つの課題を抱える本市の今後は、農産物の2次

加工、3 次加工の産業の育成は、欠くことのできないも

のであります。 

その課題に対し製品の紹介、販路の確保、拡大は必要

不可欠であります。 また、なぜそんなに条例廃止を急ぐのかも理解できま

せん。 これまでその役割を大きく担ってきた物産センターの

役割は、ますます重要であります。 二つ目は、条例の目的についてです。 

質疑の中では、条例制定から23年が経過し、インター

ネットの普及など現状に合わなくなったことや、民間活

力により目的が達成されたなどの説明がありました。 

そのような折、物産センター設置条例は、その役割を

終えたとする理事者の答弁は、理解することは到底でき

るものではありません。 
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しかし、条例第1条の目的をしっかりと把握していた

だきたいと思います。 

本市地場産品の販路拡大と観光振興を図る、このため

にある条例です。 

この目的は、富良野市が存在する限り永遠の課題です。 

税収や経済が急激に落ち込む現状を打開する上で、市内

経済の活性化のための大きな柱となる方策です。 

地場産品に付加価値をつけるなど、新たな発想を繰り

返し、さらに進化、発展させて広く発信していかなけれ

ばなりません。 

条例廃止ではなく、マルシェのオープンを含め、それ

らの環境の変化に的確に対応すべく、条例の改正が必要

かもしれませんが、廃止をする理由は全く存在しており

ません。 

三つ目は、フラノ・マルシェにおいて継続されるもの

と判断したという点です。 

長年条例に基づいて営業していただいた、株式会社富

良野物産公社には感謝を申し上げます。今後、新天地に

おいて、さらに発展されることを心より願うものです。 

しかし、条例の目的がここで継続される保証は全くあ

りません。行政の責任を放棄した、勝手な判断としか私

には思えません。 

もう1点つけ加えますが、4月28日から5月31日の

間、指定管理者への指定料の支払いは、物産センター設

置条例第5条に基づいて、的確な支払いではないという

ふうに思います。 

行政と議会は、よりよいまちづくりのために、競い合

うという二元制を持っております。議会は、その目的の

ために全力を挙げなければならないと考えます。 

以上で反対討論を終わります。 

○議長（北猛俊君） 以上で討論を終わります。 

これより本件の採決を行います。 

採決は起立によって行います。 

お諮りいたします。 

本件について、原案のとおり賛成の諸君の起立を求め

ます。 

（賛成者起立） 

○議長（北猛俊君） 御着席ください。 

起立多数であります。 

よって本件は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────── 

日程第５ 

議案第 24 号 富良野都市計画事業富良野駅前

地区土地区画整理事業施行条例の廃止につい

て 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 日程第5、議案第24号、富良野都

市計画事業富良野駅前地区土地区画整理事業施行条例の

廃止についてを議題といたします。 

これより本件の質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） なければ以上で本件の質疑を終わ

ります。 

討論を省略いたします。 

お諮りいたします。 

本件に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よって本件は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────── 

日程第６ 

議案第 25 号 北海道市町村職員退職手当組合

規約の変更について 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 日程第6、議案第25号、北海道市

町村職員退職手当組合規約の変更についてを議題といた

します。 

これより本件の質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） なければ、以上で本件の質疑を終

わります。 

討論を省略いたします。 

お諮りいたします。 

本件に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よって本件は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────── 

日程第７ 

議案第 26 号 上川教育研修センター組合規約

の変更について 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 日程第7、議案第26号、上川教育

研修センター組合規約の変更についてを議題といたしま

す。 

これより本件の質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） なければ以上で本件の質疑を終わ

ります。 

討論を省略いたします。 

お諮りいたします。 

本件に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

よって本件は原案のとおり可決されました。 ○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

───────────────────────── よって本件は原案のとおり可決されました。 

日程第８ ───────────────────────── 

議案第 27 号 富良野市議会議員の報酬及び費

用弁償等の支給条例の一部を改正する条例の

一部改正について 

日程第９ 

議案第28号 平成21年度富良野市一般会計補

正予算（第14号） 

───────────────────────── ───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 日程第8、議案第27号、富良野市

議会議員の報酬及び費用弁償等の支給条例の一部を改正

する条例の一部改正についてを議題といたします。 

○議長（北猛俊君） 日程第 9、議案第 28 号、平成 21

年度富良野市一般会計補正予算を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

提案者の説明を求めます。 総務部長細川一美君。 

16番東海林剛君。 ○総務部長（細川一美君） -登壇- 

○16番（東海林剛君） -登壇- 議案第28号、平成21年度富良野市一般会計補正予算

について御説明申し上げます。 議案第27号、富良野市議会議員の報酬及び費用弁償等

の支給条例の一部を改正する条例の一部改正につきまし

ては、地方自治法第112条及び富良野市議会会議規則第

13条の規定により、岡本議員を初め6名の議員の御賛同

をいただき、提案するものであります。 

このたび提案いたしました富良野市一般会計補正予算

第14号は、歳入歳出それぞれ、9,234万1,000円を追加

し、歳入歳出予算の総額を119億4,017万4,000円にし

ようとするものと、繰越明許費の補正で追加が3件、地

方債の補正で追加が1件でございます。 本件は、本定例会2日目の議会改革特別委員会報告の

とおり、市の財政健全化に向けた市議会みずからの財政

的努力の取り組みとして、平成22年度に支給される議員

報酬と期末手当総額の10％相当額を、当該年度の期末手

当から削減しようとするものでございます。 

以下、その概要について、歳出から御説明申し上げま

す。 

10、11ページでございます。 

2款総務費は、国の平成21年度補正予算において措置

された地域活性化・公共投資臨時交付金について、確定

した交付金の一部を翌年度事業の財源とするため、積み

立てをする地域振興基金積立金で5,984万1,000円の追

加でございます。 

以下その内容を御説明いたします。 

平成 22 年度に支給される議員報酬と期末手当の総額

の10％に相当する額を、当該年度の期末手当から加算率

15％の停止と、支給月数1.05月分を減ずることにより削

減しようとするものであります。 3款民生費は、1項社会福祉費、7目福祉センター費で

充当する、地域活性化・公共投資臨時交付金の確定に伴

う財源振替でございます。 

条例の改正内容につきましては、平成20年一部改正条

例の附則に第5項を加え、見出しを平成22年度に支給さ

れる期末手当に関する特例措置とし、平成22年度におい

て支給される期末手当に限り、6 月支給分は報酬月額に

100分の145、12月支給分は100分の165を乗じて得た

額とする規定を追加するものであります。 

8 款土木費は、都市景観ガイドラインの検討を行うた

めの、都市デザイン指針検討調査委託で100万円の追加

でございます。 

10款教育費は、2項小学校費で、扇山小学校に太陽光

発電設備を設置する、扇山小学校太陽光発電設備設置工

事費の追加に、同じく2項小学校費及び3項中学校費の

1 目、学校管理費で充当する、地域活性化・公共投資臨

時交付金の確定に伴う財源振替で、3,150 万円の追加で

ございます。 

なお、この条例改正に伴う議員1人当たりの年間削減

額は52万7,673円であり、総額では949万8,000円の削

減を想定しております。 

議員各位には、何とぞよろしく御審議の上、御賛同賜

りますようお願い申し上げ、提案説明といたします。 

次に、歳入について御説明申し上げます。 ○議長（北猛俊君） これより本件の質疑を行います。 

戻りまして8、9ページでございます。 質疑ございませんか。 

11款地方交付税は特別交付税で、364万8,000円の追

加でございます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） なければ、以上で本件の質疑を終

わります。 15款国庫支出金は、2項国庫補助金で、安全・安心な

学校づくり交付金、及び地域活性化・公共投資臨時交付

金で、7,729万3,000円の追加でございます。 

討論を省略いたします。 

お諮りいたします。 

22款市債は、太陽光発電導入事業債で、1,140万円の本件に御異議ございませんか。 
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追加でございます。 

戻りまして4ページでございます。 

第2条繰越明許費の補正につきましては、第2表のと

おり、平成21年度補正予算第11号に予算計上いたしま

した、全国瞬時警報システムジェイアラート整備事業及

び今回、補正予算を計上しております都市計画改定事業、

太陽光発電導入事業で、年度内での完了が困難なことか

ら、記載の金額を限度として翌年度に繰り越しするもの

でございます。 

次に、第3条地方債の補正につきましては、第3表の

とおり、扇山小学校の太陽光発電導入事業に係る市債に

ついて追加しようとするものでございます。 

以上、平成21年度富良野市一般会計補正予算について

御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願い

申し上げます。 

○議長（北猛俊君） これより本件の質疑を行います。 

質疑は本件全体について行います。 

質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） なければ、以上で本件の質疑を終

わります。 

討論を省略いたします。 

お諮りいたします。 

本件に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よって本件は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────── 

日程第10 

議案第 29 号 西中学校校舎・屋内運動場改築

工事（屋内運動場棟）（建設主体）請負契約の

締結について 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 日程第10、議案第29 号、西中学

校校舎・屋内運動場改築工事（屋内運動場棟）（建設主体）

請負契約の締結についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

総務部長細川一美君。 

○総務部長（細川一美君） -登壇- 

議案第29号、西中学校校舎・屋内運動場改築工事（屋

内運動場棟）（建築主体）請負契約の締結について御説明

申し上げます。 

本工事は、3月8日に指名競争入札を執行いたしまし

たところ、サンエービルド・佐藤建業特定建設工事共同

企業体が、2億7,919万5,000円をもちまして、請負業

者に決定いたしました。 

この工事の請負契約の締結に当たりましては、議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する

条例、第2条の規定による契約でありますので、地方自

治法第96条第1項第5号の議会の議決を要するものであ

り、御提案を申し上げるものでございます。 

本工事の概要につきましては、木造一部鉄骨平屋建て、

渡り廊下を含め、延べ床面積1,187.2平方メートルとな

っており、平成23年2月4日完成の予定でございます。 

本工事は、国の平成21年度補正予算に伴う、安全・安

心な学校づくり交付金及び地域活性化・公共投資臨時交

付金を受けて実施する事業でございます。 

なお、参考資料といたしまして、工事概要と図面をご

配付させていただいておりますので、御参照願いたいと

存じます。 

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。 

○議長（北猛俊君） これより本件の質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） なければ、以上で本件の質疑を終

わります。 

討論を省略いたします。 

お諮りいたします。 

本件に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よって本件は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────── 

日程第11 

意見案第１号 農業農村整備事業の予算確保

に対する意見書 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 日程第11、意見案第1号、農業農

村整備事業の予算確保に対する意見書を議題といたしま

す。 

提案者の説明を求めます。 

15番菊地敏紀君。 

○15番（菊地敏紀君） -登壇- 

意見案第1号、農業農村整備事業の予算確保に対する

意見書。 

同意見案については、富良野市議会規則第13条の規定

により、今利一議員ほか5名の賛同をいただき、提出す

るものでございます。 

農業農村整備事業の予算確保に対する意見書。 

国は、平成22年度農業関係の予算編成において、大幅

な農業施策の転換により、農業農村整備事業費（土地改

良事業費）を大幅に削減しました。 

農業農村整備事業の予算の縮減は、今後の地域の要望

に即した排水対策や土層改良、区画整理等の農地整備や、

農業用水を安定的に確保するなどの農業水利施設の計画

的な更新、整備に深刻な影響を与えることとなり、本道
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農業の生産性が低下していくことは明らかであります。 意見案第2号、有害鳥獣駆除対策の規制緩和を求める

意見書。 そしてそのことは、わが国の食料自給率をさらに低下

させるなど、国民全体の不利益につながるものと危惧す

る。 

この意見書につきましては、富良野市議会規則第 13

条の規定によりまして、千葉健一議員ほか6名の賛同を

得まして、提出するものであります。 今後とも本道農業・農村が持続的に発展し、安全・安

心な食料を国民に安定的に供給する役割を担っていくた

めには、食料自給力の確保に必要な農地や農業水利施設

の整備を継続的かつ安定的に実施することが不可欠であ

る。 

近年、野生鳥獣によって農家が受ける農作物被害は、

ところによっては惨状というまでに拡大しているもので

あります。 

もはや被害防止が、個人の努力で対応できる範囲を超

えているわけであります。 よって、食料自給力の確保に必要な生産基盤整備の促

進について、次の事項の実現を図られるように強く要望

する。 

野生鳥獣が田畑に出てくるようになったのは、戦後の

行き過ぎた森林開発など自然破壊行為により、本来の生

息地に野生動物が棲めなくなったことが起因となってお

ります。 

1、国民の命の根源である食の安定供給を図るため、農

業農村整備事業の着実な推進に必要な予算を確保するこ

と。 しかしながら、これまで進めてきた開発は農業の開発

だけではなく、多くの産業の開発をはじめ、経済の発展

を求めてきた結果が、このような重大な問題を引き起こ

す結果となったわけであります。 

2、食料自給率200％パーセントの北海道農業が、今後

も国民に安全安心な食を提供できるよう担い手の育成、

優良農地の確保、整備を強力に推進すること。 

3、農業の持続的発展は農業者だけでなく、国民の命と

暮らしを守る上で極めて重要であり、必要な措置を強力

に推進すること。 

この問題は、もはや農業者だけでなく、国民全体の責

務を負うべきであると思うわけであります。 

特に、北海道のエゾシカによる農産物に対する食害、

踏害は深刻化する一方であります。 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提

出いたします。 これはシカの駆除に向けた国の体制不備が立ち遅れて

いると言えるわけであります。 議員皆様の賛同を賜りますよう、よろしくお願いを申

し上げます。 国の窓口が環境省、農林水産省に分かれているうえ、

環境省は、環境保護団体との関係から調整に手間取って

いる感があります。 

○議長（北猛俊君） これより本件の質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 一方、道内の山林の約6割を占める国有林ではハンタ

ーの入林を禁ずる区域が多く、シカの生息地となってい

るわけであります。 

○議長（北猛俊君） なければ以上で本件の質疑を終わ

ります。 

討論を省略いたします。 また、林野庁は国有林での間伐など、事故が起きない

ように、鳥獣保護区より広い面積で銃猟入林禁止区域を

設けております。 

お諮りいたします。 

本件に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） こうしたことが、この10年間でシカを倍にふやした結

果となったわけであります。 ○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

よって本件は原案のとおり可決されました。 このことから、下記の事項を求めるものであります。 

国有林の入林禁止区域の緩和と入林手数料の無料化、

その他規制緩和をすること。 

直ちに関係機関に送付いたします。 

───────────────────────── 

くくりわな、とらばさみなど、鳥獣の保護及び狩猟の

適正化に関する法律の改正により、規制を緩和すること。 

日程第12 

意見案第２号 有害鳥獣駆除対策の規制緩和

を求める意見書 エゾシカ保護管理計画の見直しを早急に実施すること。 

以上、地方自治法99条の規定に基づき、意見書を提出

するものであります。 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 日程第12、意見案第2号、有害鳥

獣駆除対策の規制緩和を求める意見書を議題といたしま

す。 

皆様の御賛同をよろしくお願い申し上げます。 

○議長（北猛俊君） これより本件の質疑を行います。 

質疑ございませんか。 提案者の説明を求めます。 

○議長（北猛俊君） なければ以上で本件の質疑を終わ

ります。 

6番今利一君。 

○6番（今利一君） -登壇- 
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討論を省略いたします。 政官民協力のもと国を挙げてあらゆる努力を重ねると

いう国会決議を真に履行し、子どもの読書活動を守り育

てていくため、政府は子ども読書活動を推進するための

十分な予算を確保するよう強く求めるものであります。 

お諮りいたします。 

本件に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出い

たします。 よって本件は原案のとおり可決されました。 

直ちに関係機関に送付いたします。 議員各位皆様のご賛同をいただきますよう、よろしく

お願いいたします。 ───────────────────────── 

日程第13 ○議長（北猛俊君） これより本件の質疑を行います。 

意見案第３号 子ども読書活動を推進するた

めの予算確保を求める意見書 

質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

───────────────────────── ○議長（北猛俊君） なければ、以上で本件の質疑を終

わります。 ○議長（北猛俊君） 日程第13、意見案第3号、子ども

読書活動を推進するための予算確保を求める意見書を議

題といたします。 

討論を省略いたします。 

お諮りいたします。 

提案者の説明を求めます。 本件に御異議ございませんか。 

4番大栗民江君。 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○4番（大栗民江君） -登壇- ○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 

子ども読書活動を推進するための予算確保を求める意

見書は、横山議員ほか3名の賛同をいただき、提出する

ものでございます。 

よって、本件は原案のとおり可決されました。 

直ちに関係機関に送付いたします。 

───────────────────────── 

政官民協力のもと、国を挙げて読書の機運を高めよう

と、2008年6月に衆参両院全会一致で、国民読書年に関

する決議が採択され、制定されました。 

日程第14 閉会中の所管事務調査について 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 日程第14、閉会中の所管事務調査

についてを議題といたします。 2010年政府予算案では、子ども読書応援プロジェクト

事業、2009年度予算額1億5,506万円を廃止。 本件について、委員長よりの申し出を職員に朗読いた

させます。 その代わりに子ども読書の普及啓発予算として 4,900

万円を計上したものの、結果的に子どもの読書活動の関

連予算が大幅削減されてしまいました。 

庶務課長日向稔君。 

○庶務課長（日向稔君） 総務文教委員会及び経済建設

委員会、各委員長からの所管事務調査の申し出を朗読い

たします。 

地道に読書活動を推進してきた学校やボランティア団

体などからは、驚きと不安の声が相次いでおります。 

事務調査申出書。 昨年 11 月に発表された文部科学省の社会教育調査結

果によると、全国の図書館が2007年度に小学生に貸し出

しした本は、登録者1人当たり35.9冊と過去最多となり、

1974年度の調査開始時16.5冊に比べて2.2倍に伸びま

した。 

本委員会は閉会中、下記の件について継続調査を要す

るものと決定したので申し出ます。 

総務文教委員会、調査番号、調査第1号、調査件名、

スポーツ振興について。 

経済建設委員会、調査番号、調査第2号、調査件名、

ふらのらしい住環境整備について。 

この結果は、子ども読書活動推進法の制定2001年を機

に、学校での朝の読書や、家庭や地域、学校などでの読

み聞かせ活動などが着実に根付いてきたこと、また、国

が積極的に読書活動推進の事業を行ってきたことの表れ

と言っても過言ではありません。 

以上でございます。 

○議長（北猛俊君） お諮りいたします。 

ただいま朗読報告のとおり、閉会中の事務調査につい

て決定いたしたいと存じます。 読書活動推進の取り組み効果が表れているにもかかわ

らず、まさに国民読書年の本年に予算を削減するという

のは、2008年の国会決議にもとるものであります。 

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北猛俊君） 御異議なしと認めます。 子どもの読書は、言葉を学び、感性を磨き、論理的思

考力や創造力などを高め、豊かな心を育むとともに、様々

な知識を得るなど、生きる力を養う上で欠かすことので

きない活動であります。 

よって、申し出のとおり閉会中の事務調査を許可する

ことに決しました。 
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───────────────────────── 

閉 会 宣 告 

───────────────────────── 

○議長（北猛俊君） 以上で本日の日程を終わり、本定

例会の案件はすべて終了いたしました。 

これをもって、平成22年第1回富良野市議会定例会を

閉会いたします。 

 

午前 12時02分 閉会 
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